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ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の概要

6

• 足下の賃上げ状況等を踏まえ、基本要件を見直し。

• 中小企業等の企業規模に応じた投資ニーズに対応するため、補助金額に係る従業員規模区分を見直し、補助金上限額を一
部拡充。

• 力強い賃上げの実現に向けて対応する中小企業等の取り組みを支援し、賃上げ環境を整備するため、最低賃金引上げ特例を
創設。

予算額 令和6年度補正予算「中小企業生産性革命推進事業」3,400億円の内数

基本要件 以下の要件を全て満たす3～5年の事業計画書の策定及び実行
① 付加価値額の年平均成長率が+3.0％以上増加
② 1人あたり給与支給総額の年平均成長率が事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上

又は給与支給総額の年平均成長率が+2.0％以上増加
③ 事業所内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+30円以上の水準
④ 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等（従業員21名以上の場合のみ）
※最低賃金引上げ特例適用事業者の場合、基本要件は①、②、④のみとする。

補助対象経費 ＜共通＞機械装置・システム構築費（必須）、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費
＜グローバル枠のみ＞海外旅費、通訳・翻訳費、広告宣伝・販売促進費

支援内容
製品・サービス高付加価値化枠 グローバル枠

概 要 革新的な新製品・新サービス開発の取り組みに必要な設備投資等を支援 海外事業を実施し、国内の生産性を高める取り組みに必要な設備投資等を支援

補助上限額 5人以下 750万円（850万円）
6～20人 1,000万円（1,250万円）
21～50人 1,500万円（2,500万円）
51人以上 2,500万円（3,500万円）

3,000万円（3,100万円～4,000万円）

（特例措置） 大幅賃上げ特例（補助上限額を100～1,000万円上乗せ（上記カッコ内の金額は特例適用後の上限額。最低賃金引上げ特例事業者、各申請枠の上限額に達していない場合は除く。））
① 給与支給総額の年平均成長率+6.0%以上増加、② 事業所内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+50円以上の水準

補 助 率 中小企業1/2、小規模・再生2/3 中小企業1/2、小規模2/3

（特例措置） 最低賃金引上げ特例（補助率を2/3に引上げ（小規模・再生事業者は除く。））
・ 指定する一定期間において、3か月以上地域別最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員数の30%以上いること

※ 3～5年の事業計画に基づき事業を実施していただくとともに、
毎年、事業化状況報告を提出いただき、事業成果を確認し
ます。

※ 基本要件等が未達の場合、補助金返還義務があります。
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「IT導入補助金2025」の概要
• IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、デジタル化やＤＸ等に向けたITツール
（ソフトウェア、サービス等）の導入を支援する補助金。

• 2025事業では、最低賃金引上げへの対応促進に向けて最低賃金近傍の事業者の補助率を増加。

更に、IT活用の定着を促す導入後の”活用支援”の対象化やセキュリティ対策支援を強化

インボイス枠

補助上限

補助率

対象経費

活用
イメージ

通常枠
複数社連携
IT導入枠 電子取引類型

商店街など、複数の中小・
小規模事業者で連携して

ITツール等を導入

(a)インボイス枠対象経費：
同右

(b)消費動向等分析経費：
 50万円×グループ構成員数

(a)+(b）
合わせて3,000万円まで

(c)事務費・専門家費：200万円

セキュリティ
対策推進枠

ITツールを導入して、
業務効率化やDXを推進

ITツール等を導入して、
インボイス制度に対応

発注者主導でIT
ツールを受注者に共
有し、取引先のイン
ボイス対応を促す

サイバーセキュリ
ティ対策を進める

ITツール：
１機能：～50万円
２機能以上：～350万円

PC・タブレット等：
～10万円
レジ・券売機等：
～20万円

～350万円 5万円～150万円

(a)インボイス枠対象経費：
同右

(b)・(c)：2/3

～50万円以下：3/4
(小規模事業者：4/5)

50万円～350万円：2/3

ハードウェア購入費：1/2

クラウド利用料
（最大2年分）

サイバーセキュリ
ティお助け隊サー
ビス利用料
（最大2年分）

中小企業：2/3

大企業：1/2

中小企業：1/2
中小企業：1/2

小規模事業者：2/3

最低賃金近傍の事業者：2/3
(3か月以上地域別最低賃金+50円以内で
雇用している従業員が全従業員の30％以上
であることを示した事業者)

ITツールの業務プロセスが
1～３つまで：
5万円～150万円

4つ以上：
150万円～450万円

ソフトウェア購入費、クラウド利用料（最大2年分）、
導入関連費（保守運用やマニュアル作成等のサポート費用に加えて、

IT活用の定着を促す導入後の”活用支援”も対象化）

ハードウェア購入費

インボイス対応類型

単独申請可能なツールの拡大

※赤字は令和６年度補正予算での拡充点
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持続化補助金の概要

• 商工会・商工会議所等と一体となって経営計画を作成し、当該計画に基づいて行う販路開拓等の取組を支
援すべく、「小規模事業者持続化補助金」を措置。

• 政策の原点回帰を行い、経営計画の策定に重点化するため、複数ある特別枠を整理。
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事業承継・Ｍ＆Ａ補助金の概要

• ①5年以内に事業承継を予定している場合の設備投資、②M&A時の専門家活用、③M&A後の経営統
合（PMI）の実施、④廃業・再チャレンジの取組を支援。

承継前の設備投資等にかかる費用を補助

①事業承継促進枠 ②専門家活用枠

後継者先代経営者

５年以内に予定している
親族内承継、従業員承継が対象

M＆Aにかかる専門家費用を補助

③ＰＭＩ推進枠 ④廃業・再チャレンジ枠

M&Aが対象

譲り渡し 譲り受け

Ｍ＆Ａ後のＰＭＩにかかる専門家費用
や設備投資を補助

M&Aが対象

譲り渡し 譲り受け

承継時に伴う廃業にかかる費用を補助

廃業後の再チャレンジが対象
廃業 新規事業

補助率 ：1/2or2/3
補助上限：800-１,000万円

【対象経費の例】
⚫店舗改装工事費用
⚫機械装置の調達費用

■買い手支援類型
補助率 ：1/3・1/2or2/3
補助上限：600万円-800万円、2,000

万円※

※：100億企業要件を満たす場合

■売り手支援類型
補助率 ：1/2or2/3
補助上限：600万円

【対象経費の例】
⚫ M&A仲介業者やFAへの手数料価値算
定費用

⚫ DD費用（800万円を上限に、DD費用
の申請する場合200万円を加算）

■ＰＭＩ専門家活用類型
補助率 ：1/2
補助上限：150万円

■事業統合投資類型
補助率 ：1/2or2/3
補助上限：800-1,000万円

【対象経費の例】
⚫ PMI専門家への委託費用
⚫設備の規格統一など、事業統合に
係る設備投資費用

補助率 ：1/2or2/3
補助上限：150万円

【対象経費の例】
⚫廃業支援費、在庫処分費、解体
費、現状回復費

事業譲渡に伴う廃業が対象

廃業 一部譲り受
け

譲り渡し 譲り受け

M&Aが対象

■ＰＭＩ専門家活用類型

■事業統合投資類型

■買い手支援類型■売り手支援類型
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100億企業の意義
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⚫ 100億企業は、輸出等により域外需要を獲得し、域内調達により地域に新たな需要を生み出すといった特
徴を有しており、こうした企業が地域の中核的な企業として成長・発展していくことで、地域経済も発展す
ることができる。

⚫ 一方で、地方には100億企業は少ない。成長のポテンシャルを持つ企業は存在するが、成長機会を得られ
ずに芽が出にくい状況であると考えられる。地方において100億企業の創出を促進していくべきである。

100億企業は域内需要を創出し地域経済を牽引

（出所）「地域未来牽引企業の中間評価に係る調査」を基に経済産
業省作成

※ 「域内仕入高」は本社が所在する都道府県内からの仕入額を指す。
※ 回答企業3,568社のうち、2021年度の売上高・域外仕入高の両
方を確認できる2,249社（売上高200億円以下2,120社）につき
集計したもの。中央値は同一企業のものとは限らない。

（出所）「中小企業実態基本調査（令和2年度決算実
績）」 (2022.7)を基に経済産業省作成

※直接輸出には、商社等を通じたモノの間接輸出やサービスの
輸出を含まない。

※社数全体（母数）はn=172.8万社であり、法人のみを含
む。標本調査である統計の性質上、nは推計値である。

100億企業は外需を獲得する力が大きい 100億企業は三大都市圏に集中して存在

（出所）令和3年経済センサス-活動調査より再編加工。
※会社以外の法人、企業数が少ない農業・林業、漁業、鉱業・採石業・
砂利採取業、電気・ガス・熱供給・水道業、教育，学習支援業、医療，
福祉、複合サービス事業は除外。売上高100億以上の企業を抽出。

0%

25%

50%

75%

100%

系列1 系列2 系列3 系列4 系列5 系列6 系列7

業種別100億企業の地域分布（都道府県人口規模別）

66
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6,815
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10 64 399
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系列2

0.1 2.1

34.3

131.8

274.8

1

0
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系列1

（百万円）域内仕入高（百万円）

（n=34社） （983社）（355社） （206社）（542社） （n=110.6万社） （7.6万社）（53.1万社） （0.6万社）（1.0万社）

直接輸出額

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00553010&tstat=000001019842&cycle=7&tclass1=000001163766&tclass2=000001163767&tclass3val=0
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00553010&tstat=000001019842&cycle=7&tclass1=000001163766&tclass2=000001163767&tclass3val=0
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出所：中小企業の成長経営の実現に向けた研究会第2次中間報告書

⚫ 100億企業を創出していくためには、まずは成長志向の経営者を増やしていく必要がある。経営者が成長に向け
て踏み出せるよう、成長のきっかけや動機付けの後押しするような環境を作っていくことや、成長志向への変革
の好機となる事業承継の促進が必要である。

⚫ また、中小企業の成長においては、成長段階に応じて課題が異なる。中小企業の成長に向けて、設備投資の促
進、M&A・グループ化支援、資本性資金の活用などが重要であるが、こうした施策の再整理・アップデートも含
めて、成長段階に応じてシームレスに講じていくべきである。

⚫ その際、①成長機会の発展・成長に資する経営者ネットワーク、②成長資金の調達、③人材の確保・育成と
組織体制の構築は、成長段階に応じた打ち手を実行するための基盤として重要な要素となる。

100億企業創出の加速に向けた政策の方向性（全体）
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売上高100億円を目指す宣言
⚫ 成長のポテンシャルはあるものの、踏み出せていない経営者に対して、成長のきっかけや動機付けを
後押していくとともに、中小企業の成長を応援する社会の機運醸成を図っていく。

 経営者が自ら「売上高100億円を超える企業を目指すこと」、「それに向けたビジョンや具体的な
  取組」を宣言する取組を新たに開始。

⚫ 各社の宣言内容については、ポータルサイト（令和７年春頃開設予定）上に、公表していく。
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CN投資促進税制

省エネお助け隊

省エネ最適化診断

CNオンライン相談窓口

省エネ補助金

CEV補助金・商用車等の電動化補助金 Go-Tech事業

自動車部品サプライヤー支援事業

IT導入補助金

カーボンニュートラル実現に向けた
チェックシート

設備投資 技術開発・事業化現状把握

相
談
対
応

補
助
金

金
融
・
税
制

（参考）CN支援施策マップ

省エネ性能の高い設備の更新

クリーンエネルギー自動車等導入支援

排出量の見える化ツールの導入等

大学等と連携した研究開発及びその
事業化に向けた取組支援

電動化に向けた専門家のサポート

専門家集団による設備チューニング、計画立案等

専門家による訪問省エネ・再エネ診断

専門家による相談

自社の取り組みを確認できるセルフチェックシート

設備投資額に対する税額控除・特別償却

ZEB・脱炭素
ビルリノベ補助金

ペロブスカイト太陽
電池導入補助金

企業間連携省エネ
投資補助金

ＤＲ対応
蓄電池導
入補助金
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取引適正化に向けた施策ツール

①下請代金法(規制法。下請代金の減額、支払遅延等を禁止。立入検査、改善指導、公取委への措置請求等を実施。)

②下請振興法(望ましい取引のあり方（振興基準）を策定・公表し、親事業者等に指導・助言等を実施。)

③特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランスに業務委託する事業者に対する規制法。取引関係のほか、労働

環境整備についても。2024年11月1日施行。)

１）法律の厳正な執行

２）実態把握・相談対応

①下請Gメン（R5:300名→R6:330名）によるヒアリング（年間約13,000件）

②知財Gメンによるヒアリング

③全国47都道府県の下請かけこみ寺による相談対応（年間約12,000件）

①業種別ガイドライン（20業種）自主行動計画（29業種・78団体）

②価格交渉促進月間(9月､3月）

③取引先との共存共栄を発注側企業の経営者が宣言するパートナーシップ構築宣言(55,700社超)

３）業界への働きかけ

⚫原材料価格やエネルギーコスト、労務費等のコストが上昇する中、コスト増を下請中小企業だけで
なくサプライチェーン全体で負担し、中小企業においても賃上げできる環境を整備するためにも、適
切な価格転嫁をはじめ取引適正化の実現が不可欠。

⚫このため、中小企業庁として、厳正な法執行や実態把握、業界への働きかけなど施策ツールの拡充
を図りつつ、公正取引委員会を始めとする関係省庁と連携の上、取引適正化を強力に進めていく。
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（参考）事業継続力強化計画認定制度の概要

⚫ 「事業継続力強化計画」とは、中小企業が、自然災害や感染症などへの防災・減災対
策の第一歩として、（単独又は連携して）取組内容等をとりまとめて作成する計画。

⚫ 経済産業大臣の認定を受けると、融資・税制などの優遇措置あり。

計画認定スキーム

①計画策定
・ 申請

経済産業大臣
（地方経済産業局）

②認定

◼ 発災時の初動対応手順（安否確認、被害の確認・発信手順等）

◼ ヒト、モノ、カネ、情報を災害から守るための具体的な対策

◼ 計画の推進体制（経営層のコミットメント）

◼ 訓練実施、計画の見直し等、取組の実効性を確保する取組

◼ 認定事業者によるロゴマーク使用

◼ 防災・減災設備導入に対する税制措置

◼ 低利融資、信用枠拡大等の金融支援

◼ 補助金採択時の加点措置

◼ 自治体や連携企業の支援策

中小企業
小規模事業者
※協力者として、大企業や

経済団体等も参画可能

事業継続力強化計画の記載項目

認定を受けた事業者に対する支援

【計画の種類】

■事業継続力強化計画

中小企業・小規模事業者が単独、または、協力者の協
力の下で実施する計画

■連携事業継続力強化計画

２者以上の中小企業者・小規模事業者が他の中小企
業等や大企業や経済団体等と連携の下で実施する計画

【事業継続力強化計画（中小企業庁HP）】
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/keizokuryoku.html
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（参考）大切なビジネスを守るBCP事例集
⚫ 九州経済産業局では、危機的状況においても事業を継続できるよう、様々な対策に取り組んでいる
九州地域の中小企業等の事例をまとめた「大切なビジネスを守るBCP事例集」を作成。

⚫ 自然災害、感染症、サイバーセキュリティ対策等に取り組む事例のほか、自治体・商工団体の取組事
例、事業継続力強化に向けた支援ツール、自然災害やサイバーセキュリティ対策、感染症に対する自
社の取組状況を確認出来るチェックリストなどを掲載。

目次
■BCPってなに？
■事例紹介
・低コスト／低労力による取組
・ＢＣＰ策定を通じた信用力向上
・経営資源の保護
・人材育成
・外部連携による取組

■自然災害時に気をつけてほしい４つのこと
■事業者の防災対策を支援する自治体・商工団体の取組事例
■事業継続力強化に向けた支援ツール
知る・調べる
・ハザードマップポータルサイト
・ミラサポplus（事例検索）
・「強靱化支援」ポータルサイト
・中小企業「強靱化」シンポジウム
・中小企業BCP支援ガイドブック
・コロナ禍における事業継続に向けたBCP（事業継続計画）

計画をつくる
・事業継続力強化計画
・BCP（事業継続計画）策定運用指針

サポートを受ける
・事業継続力強化計画策定に向けた実践セミナー
・専門家派遣・経営相談チャットサービス
・よろず支援拠点

■参考

【九州経済産業局HP】
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➢ ミラサポplus

➢  Ｊ－Ｎet２１

➢  メルマガ「中小企業施策『広め隊』」

➢ 中小企業庁ＨＰ

参考資料 情報収集に役立つサイト

➢ 経済産業税制総合Webページ
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中小企業庁HP https://www.chusho.meti.go.jp/
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経済産業税制総合Webページ https://www.meti.go.jp/main/zeisei/index.html
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① 更新情報周知、更新メール配信

② 専門家派遣依頼の申請

③ 経営お役立ちコンテンツ

④ 電子申請サイトへのリンク（ワンストップ）

⑤ 電子申請サポート機能

⑤ 支援制度検索サービス「制度ナビ」

⑥ 事例検索サービス「事例ナビ」

⑦ サイト利用者へのおすすめ情報

⑧ 経営状況見える化（ローカルベンチマーク）

提供サービス

⚫ 事業者に中小企業施策を知ってもらう、使ってもらうための情報発信サイト

⚫ 中小企業向けの情報発信から電子申請までをワンストップで案内

中小企業向け補助金・総合支援サイト「ミラサポplus」 https://mirasapo-plus.go.jp/
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参考となる
データ等を掲載

J-Net21 https://j-net21.smrj.go.jp/
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□■中小企業施策「広め隊」メルマガ 第６８９回
■□………………………………………………………………………20230525…
１、【補助金】
海外サプライチェーン多元化等支援事業 第８回公募（実

証・ＦＳ）について

２、【セミナー】
アフターコロナのインターンシップ戦略／最新事例セミナー

（福岡県）

３、再【説明会】
第143回エコ塾『そろそろ本気で取組む ESG経営』

日時：令和5年5月29日（月）14時30
分～

（福岡市、九州環境エネルギー産業
推進機構（K-RIP））
■□……………………………………………………………………………………□
■
１、【補助金】
海外サプライチェーン多元化等支援事業 第８回公募（実

証・ＦＳ）について

https://www.jetro.go.jp/services/supplychain/info-8.html
■事業目的
本事業は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、我が国サプ
ライチェーンの脆弱性が
顕在化したことから、特にアジア地域における生産拠点の多元化
等によってサプライチェーンを強靭化し、
日ASEAN経済産業協力関係を強化することを目的とします。 
 

【メールマガジンのイメージ】

「中小企業施策『広め隊』」とは・・・
中小・小規模企業等に情報を提供していた
だく広報サポーターの集合体です。

メルマガ「中小企業施策『広め隊』」 https://www.kyushu.meti.go.jp/merumaga/mailmagazin.html
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